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「新・福岡市子ども総合計画」平成 22～25年度の取組状況 

 

１ 新・福岡市子ども総合計画（平成22年３月策定）について 

 

【計画の枠組み】 

(１) 計画の位置づけ 

    本計画は，「次世代育成支援福岡市行動計画・後期計画」として位置づけている。  

  また，「福岡市 新・基本計画（総合計画）」及び「政策推進プラン（実施計画）」や

「新しいふくおかの教育計画」「福岡市保健福祉総合計画」とも連携を図る。 

(２) 計画期間 

    平成22年度から平成26年度まで 

(３) 計画の対象 

    すべての子ども（おおむね18歳未満の児童）と子どもを育成し又は育成しようとする

家庭，市民，事業者，行政，地域社会全体を含めた個人，団体（一部の施策においては，

18歳以上の青年も対象） 

   

【計画の基本理念】 

(１) 基本目標 

    大人は，子どもの価値観を理解し，また，子どもは社会のルールを学び，大人と子ど

も，子ども同士や社会の中の様々な人々が支えあい，子どもが健やかに育ち，夢を描け

るまちを社会全体でめざす。 

(２) 基本的視点 

○子どもの権利の保障と主体性の醸成 

○地域社会での取組の推進 

○子どもを健やかに育む教育の推進 

○安心して生み育てられる環境づくりの推進    

(３) 全体構成 

    総論と各論で構成し，各論では４つの目標を掲げている。 

     目標１ 子どもの権利を尊重する社会づくり                

     目標２ 地域における子育ての支援と健全育成の環境づくり   

目標３ 子どもを健やかに育む学校教育の推進             

目標４ 安心して生み育てられる環境づくり               

 

資料４ 
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２ 平成 22～25 年度の主な取組内容                       

 

目標１ 子どもの権利を尊重する社会づくり 

(1) 子どもに関する相談体制の充実・強化 
○こども総合相談センターの機能強化 

児童福祉司・児童心理司の増員，新たに弁護士資格を有する職員を配置 

 

(2) 児童虐待防止対策の推進 
◎「福岡市子ども虐待防止活動推進委員会」の発足（H22） 

◎配偶者暴力相談支援センターの開設，ＤＶ基本計画の策定（H22） 

○母子保健における虐待の未然防止の取組強化 

乳幼児健診未受診者フォロー強化・問診内容改正，産科医療機関と連携した妊娠期 

からの支援事業開始，生後２か月頃の乳児がいる家庭の相談会の実施等 

  

(3) 子どもに対する社会的養護体制の充実 
○里親制度の拡充[里親委託率：20.9％(H21末)→31.9％(H25末)]          

○ファミリーホームの増設[２か所→11か所] 

◎子ども家庭支援センターの設置（H25） 

○ケア体制強化のための児童養護施設（和白青松園）の整備 

 

(4) 障がい児施策の充実 

○特別支援学校放課後等支援事業の実施校を全校へ拡大 

◎東部療育センター開所（H23.4） 

◎就学前から学齢期へ発達障がいがある子どもの支援をつなぐためのガイドライン 

の作成（H23） 

◎障がい児が通園する私立幼稚園の電話相談や訪問支援の開始（H23） 

◎発達障がい児放課後等支援事業の開始（H24） 

◎障がい児（者）の地域参加活動事例集の作成(H24） 

○障がいがある子どもと親の子育てサロン開設 

○発達障がい者支援センターの相談体制強化 

 

目標２ 地域における子育ての支援と健全育成の環境づくり 

(1) 地域で子どもを見守り・育むしくみづくり 
○地域子ども育成事業(育みネット支援事業) [91校区→113校区] 

○留守家庭子ども会事業の全学年受入を拡大[91校] 

○放課後等の遊び場づくり事業の実施校拡大[16校→74校] 

○「赤ちゃんの駅」事業の推進［登録数：228施設→279施設］ 

○こんにちは赤ちゃん訪問事業で赤ちゃん誕生のお祝い品を配付（H24） 

 

◎新規，○拡充 ※( )内は事業開始または実施拡充年度。記載なきものは計画期間中の実績。 
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(2) 子どもの遊びや活動の場づくり 
◎子どもプラザの開設（H22） [14か所] 

○安全で楽しい子どもの遊び場再生事業 [77基] 

○子どもの意見を取り入れた公園整備案の策定 

 

(3) 様々な体験活動の充実と情報提供 
◎(仮称)福岡市青少年科学館基本構想の策定（H24） 

○中央児童会館の官民協働による建替えに着手 

○子ども情報HPのリニューアル（メルマガ配信，フェイスブックの導入）（H23） 

◎「ミニふくおか」「中高生夢チャレンジ大学」の実施（H24） 

◎農業体験等を通して，ひきこもりなどからの立ち直り等を支援する「子ども・若者 

の活躍の場プロジェクト」の実施（H24） 

 

目標３ 子どもを健やかに育む学校教育の推進 

(1) たくましく生きる子どもの育成 

○35人以下の少人数学級の拡大[小学校１～３年生→小学校１～４年生] 

○一部教科担任制（小学校５・６年生）の本格実施（H22） 

○外国語指導助手配置事業，ネイティブスピーカー委託事業の充実 

○生活習慣・学習等定着度調査の実施 

◎福岡市子ども読書活動推進計画（第２次）の策定（H23） 

◎「釜山グローバルビレッジ」への中学生派遣，福岡インターナショナルスクール 

体験入学，「特設 英語村」の開設 （H24） 

○不登校対応教員増員［20名→24名］ 

○スクールソーシャルワーカー増員［４名→12名］ 

○特別支援教育支援員の増員［H21：60名→H25：150名］ 

 

 (2) 教育環境づくりの推進 

○学校規模適正化事業，学校施設の耐震化事業等の推進 

 

目標４ 安心して生み育てられる環境づくり 

(1) 保健医療の充実と子どもの健康づくり 

○特定不妊治療費助成事業の拡充 

○妊婦健康診査の検査項目の拡充 

○先天性代謝異常検査の拡充 

○特定不妊治療費助成の拡充 

○乳幼児健全発達支援事業（親子教室）等の全区拡大（H24） 

 

(2) 多様な保育サービスの充実 

○保育所整備の推進 

H22：755人分，H23：1,160人分，H24：1,400人分，H25：2,354人分 

◎一時預かり事業の開始（H22）[４か所] 

○病児・病後児デイケア事業の拡充[11施設→16施設] 
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◎福岡市保育コンシェルジュの配置（H25） 

◎保育士就職支援事業の実施（H25） 

 

(3) ひとり親家庭への支援 

○児童扶養手当の支給対象を父子家庭へ拡大（H22） 

◎ひとり親家庭実態調査の実施（H23） 

○母子福祉センターに自立支援プログラム策定員の配置（H24） 

 

(4) 子育て家庭への経済的な支援 

○子ども医療費の入院医療費助成の対象を小学校６年生までに拡大（H22） 

◎認可外保育施設を利用する待機児童の保護者に対する支援制度の創設（H22） 

○児童手当を中学校修了までに拡充（H22） 

○認可外保育施設に通う児童の歯科健診に係る費用の助成を追加 

 

(5) 子育てに対する意識改革 

○“「い～な」ふくおか・子ども週間♡”，「子ども参観日」の実施 

[“「い～な」ふくおか・子ども週間♡”賛同企業・団体数：928企業・団体〔H26.3.31〕] 

◎産官学からなるワーク・ライフ・バランス研究会の設置（H23） 

 

(6) 子育てを支援する住まいづくり・まちづくり 

○道路のバリアフリー化の推進 

[歩道のうちフラット化された割合：22.3%(H21)→26.9%(H25)] 

○通学路の歩車分離の拡充[確保率：62.0％（H21）→80.9%（H25）] 

○キッズルーム設置事業の拡充[8施設→10施設] 
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３ 進捗状況 【目標事業量】   ※    は 25年度末時点において目標値達成済   
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４ 進捗状況 【成果指標】    ※    は 25年度末時点において目標値達成済  


